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第３章 環境社会配慮調査 

本章では、基本設計段階以降において関連すると思われる、PNG 国の環境ライセンス制度及び用地

確保に係る法令と手続きを示した。また、代替案の検討を行った上で PNG 国側と共同で実施した初期

環境調査の結果を示すとともに、それを踏まえた JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づくスクリーニ

ングの結果を示した。また、スクリーニング結果に基づいた今後必要な環境管理項目について示した。 

 
3.1 環境社会配慮調査必要性の有無 

(1) 環境許認可制度 

PNG国の環境基本法は 2000年に制定された環境法（Environment Act 2000）で、それまで分野別に

法令化されていた環境計画法令（1978年）、水資源法令（1982年）、環境汚染物質法令（1978年）、

国土文化財保全法令（1974 年）、保護地区法令（1971 年）、土地法令（1962 年）が統合されたもの

である。この環境法では、開発計画や工業建設を実施する前にその事業内容に応じた環境許認可

（Environment Permits）の取得および環境影響評価（Environmental Impact Assessment: EIA）の実施

を要求している。開発事業は、環境規定 2002（Environment (Prescribed Activities) Regulation 2002）

により、セクター別にその事業内容に応じて 3つのレベルに分けられ、各事業のレベル別に応じた環境

許認可の手続きが必要になる。インフラ建設セクターにおける各レベルに相当する事業および手続き内

容は以下の通り。 

 
レベル 3事業： 

対象インフラ事業 

・水力発電施設および浸水域が 5 km2以上の給水用貯水池の建設 

・容積トン数 500トン以上の船舶を対象とした船舶修理施設および港湾の建設 

・5ヘクタール以上の埋立てが必要となる建設工事 

・50,000人分以上の下水を対象とする汚水処理施設の建設 

環境許認可の手続き 

・事業の準備段階（フィージビリティ・スタディやその他の環境に関する調査）で事業登録および事

業実施前に環境許認可の取得が必要である。 

・環境許認可を得るために環境影響評価の実施が必要である。 

 
レベル 2事業： 

対象インフラ事業 

・容積トン数 50トン以上の船舶を対象とした船舶修理施設および海洋施設の運営 

・50隻以上の動力付きボートが停泊できる波止場の建設 

・100万リットル／日以上の浄水場の運営 

・飛行場の建設（市街地から 10 km以上離れた未舗装の小型飛行場を除く） 

・国道の新規建設 

・10 km以上の送電線・パイプラインの建設 
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・5ヘクタール以上に及ぶ住宅施設群の建設 

・河川の堰き止め・放水 

・汚水の水域への放流 

・商業目的での水の利用 

環境許認可の手続き 

・事業の準備段階で事業登録および事業実施前に環境許認可の取得が必要である。 

・以下の事業については環境許認可を得るために環境影響評価の実施が必要である。実際には環境影

響評価が必要か否かは、環境保全省内の環境審議会（Environment Council）が事業内容を確認した

上で判断している。 

1. 過去に PNG国において使用経験の無いプロセスを有する工業・製造事業 

2. 国際条約により義務が課せられる事業 

3. 深刻な環境害の恐れがある事業 

 
レベル 1事業： 

対象インフラ事業 

・レベル 2事業、レベル 3事業以外の事業 

環境許認可の手続き 

・基本的に環境許認可を取得する必要はない。 

 
(2) 環境監督官庁 

PNG 国の環境ライセンス制度に関する監督官庁は環境保全省（Department of Environment and 

Conservation）である。環境保全省の組織図を図 3.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1  環境保全省組織図 
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(3) 環境影響評価の手続き 

レベル 3事業および一部のレベル 2事業の実施前に必要とされる環境影響評価に係るガイドラインと

して「Guideline for Conduct of Environmental Impact Assessment & Preparation of Environmental 

Impact Statement, Department of Environment and Conservation, Jan. 2004」が存在する。PNG国の環

境影響評価の手続きでは、フィージビリティスタディなどの事業の計画段階で対象事業が環境保全省に

登録され、環境影響評価の実施の方向性について検討される。ただし、実際の環境影響評価は、ある程

度、事業内容が固まった段階で実施されるため、事業アセスメントに近い調査内容になっている。関連

住民との公開の検討会は環境局長が必要と認めた時に実施される。以下に環境影響評価に係る手続きを

図 3.2示す。 
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出典：環境法（Environment Act 2000） 

図 3.2  環境影響評価の手続き 

 

 

事業登録： 
事業主が準備段階で事業実施の意思を環境保全省に報告し、事業が登録される。 

EIA実施の通知： 
事業主からの報告を受けた環境保全省は、EIAが必要な事業かを判断し、その結果を
事業主へ通知する。 

インセプションレポートの作成・提出： 
EIAが必要な事業については、事業主は、EIA実施に係るインセプション・レポート
を作成し、環境保全省へ提出する。 

インセプションレポートの審査： 
環境局長は、60日以内にインセプション・レポートが必要事項を満たしているか判断
し、承認か否かを事業主へ通知する。この際、要求事項が添付される場合もある。未
承認の場合は、インセプション・レポートの再提出が求められる。 

環境影響評価報告書の作成・提出： 
事業主は、EIAを実施してその報告書を作成し、環境保全省へ提出する。 

環境影響評価報告書の審査： 
環境局長は、必要に応じて有識者や地方の環境審議委員会に意見を求めたり会議を開
いて、原則的に 30日以内に環境影響評価報告書が必要事項を満たしているか判断し、
承認か否かを事業主へ通知する。審査に 30日以上必要な場合は、延長期間が事業者
に通知される。環境局長は、審査期間中に事業主に対して関係住民参加の公開検討会
の実施を指示することができる。また、検討会の結果等を受けて環境影響評価報告書
の修正を求めることや拒否することができる。環境局長の決定に不服のある事業主は、
環境審議委員会に再審査を求めることができる。 

環境審査委員会へ委託： 
環境局長は、環境影響評価報告書を承認した後 14日以内に環境審査委員会に環境影
響評価報告書など関連資料を提出する。環境審査委員会は 90日以内に関連資料を審
査し、承認する場合は提言を作成して環境保全大臣に報告する。承認できない場合は、
事業主に対して必要な修正事項を報告し、環境影響評価報告書の環境局長への再提出
を求める。 

環境保全大臣の承認： 
環境保全大臣は、原則的に環境審査委員会から EIA承認の報告を受けて 28日以内に
その事業に係る環境許可証を発行する。もし、大臣が許可証の発行を拒否した場合は
早急に環境審議会による検討会議が設立される。 
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(4) マーカム橋計画に係る環境許認可手続き 

現在の環境ライセンス制度では、道路・橋梁事業について、「国道の新規建設」が「レベル 2事業（環

境許認可の取得が必要で深刻な環境影響のある場合は環境影響評価の実施も必要な事業）」と規定され

ているだけで、改修・補修事業についての記述は無い。したがって、マーカム橋の修復計画は環境認可

取得の必要が無いレベル 1事業に分類される。仮に新たに橋を建設する場合は、「国道の新規建設」に

相当するためレベル 2事業に分類される。ただし、新橋を既存橋梁に隣接して建設する場合は、環境保

全省担当者の話では、正式には建設計画を審査した上で判断されるものの新規道路に相当せずレベル 1

事業として扱われる可能性が高い、とのことである。 

マーカム橋修復計画については、環境保全省管轄の環境認可の取得は不要であるが、DOW 独自の環

境配慮方針に準拠すると工事段階における環境管理計画の策定が必要となる。 

 
(5) 用地取得の手続き 

PNG国では国土の 96％が慣習的所有の土地（Customary land）で、残りの 4％が土地法（1962年）・

土地所有権変更法（1996年）に準拠して購入、リース、譲渡された土地である。PNG国内の現在の道

路用地は、1960年代前半に慣習的所有の土地を慣習的土地取引（Native Land Dealing: NLD）に沿って

確保されたものが大部分である。土地の登記に関する情報・土地台帳は土地計画省（Department of Lands 

and Physical Planning: DLPP）が保管している。新たな道路建設や整備に伴う道路用地取得の手続きを

図 3.3に示す。 
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図 3.3  道路用地取得の流れ 

 
(6) 用地確保上の課題 

PNG 国では、公共事業における用地確保は極めて大きな困難を伴う。その主な原因として以下の課

題が挙げられる。 

1. 国土の大部分を占める慣習的所有の土地では、部族単位の土地所有や土地所有者が明確でない場合

が多く、補償相手を特定するのに長期間を要する。 

2. 親族間において明確な土地の相続が行われていないため、補償をする際、現在の所有者以外に過去

の所有者、更には将来的にその土地を相続するだろう人物まで補償を求めてくる。 

3. 確保の対象となる土地に果樹などの有用木がある場合、有用木が利益をもたらす期間、例えば果実

が採取できる期間中、補償を求めてくる。また、土地の所有者と有用木の所有者が異なる場合もあ

り、補償相手が多数に及ぶ。 

申請書の提出： 
影響を受ける土地の状況（国所有または慣習的所有か等）を決定するため、DOW
は公式な申請書を土地計画省（DLPP）に提出する。 

地籍調査の実施： 
DLPPは対象となる土地の所有等を確認し、その土地が慣習的所有の場合、DOW
に対し、地籍調査の実施を指示する。 

コストの調整： 
プロジェクトが国家計画の場合、DOWによりあらゆるコストの調整が行われる。 

土地調査の実施： 
DOWによる地籍調査が終了した時点で、計画図が DLPP本部に送られて参照され
る。この時に地方 DLPP事務所へ土地調査の実施要請が同時に行われる。DOW土
地管理事務所（Land Management Office）が地方 DLPP事務所による土地調査を
支援することもある。 

譲渡証明書の発行・土地価格の評価： 
完成した土地調査報告書は地方所長から DLPP本部に提出され、認証されれば、
そのコピーが譲渡証明書発行のため地方政府に、その土地の価格評価のため評価
鑑定事務所にそれぞれ送られて参照される。 

購入／リース書類の準備・補償費の調達： 
譲渡証明書および評価額を受け取ったDLPPは、購入／リース書類を準備し、DOW
に対し土地補償費の調達を要請する。 

購入／リース書類・小切手の発送： 
購入／リース書類を DOWが準備した小切手と共に土地補償費の支払を行う地方
政府土地管理部門へ発送する。 

実施報告書の提出・登録： 
地方政府より用地取得実施報告書が DLPPへ提出され、報告書の登録と慣習的土
地取引（NLD）番号が割り当てられる。 
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4. 一般的に土地・有用木等の財産管理は女性が行っており、男性だけの交渉を通じて補償費を支払っ

た場合、女性側が納得せずに苦情を言ってくることがある。 

5. 国家所有の土地についても何らかの所有権を主張する人々がいるため、自由に扱うことができず、

また補償方法一つとして代替地を用意することが難しい。 

 
(7) マーカム橋両岸の用地確保状況 

左岸レイ（Lae）側のマーカム橋取り付け部分の土地は国家の所有になっている。ただし、80年代に

他の地域から橋下流の旧道路沿いに移り住んだ人々は作物についての補償が解決していないと主張し

ている。橋の上流側およびレイ側は慣習的所有の土地である。右岸ワウ（Wau）側については、現道の

センターから 20m+20m について補償済みで、道路用地として確保されている。DOW の測量・土地部

門（Survey & Lands Branch）から入手したマーカム橋両岸の土地所有状況図を図 3.4と 3.5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.4  左岸レイ側の土地所有状況図 
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図 3.5  右岸ワウ側の土地所有状況図 

 

 
3.2 環境社会配慮調査のスコーピング 

JICA では、2004 年 4 月から環境社会配慮ガイドラインが施行され、2004 年 4 月以降のすべての要

請案件に適用されることとなった。本件については、当初、橋梁の架け替えに伴う住民移転や地形の改

変等の環境影響が予想されたため、要請確認段階でカテゴリ Bに区分された。これを受けて本予備調査

では、先方政府の実施機関である DOWと共に初期環境調査（Initial Environmental Examination: IEE）

を実施し、カテゴリ区分の再検証を行った。 

 
(1) プロジェクトの立地環境 

1) マーカム川下流域の自然環境 

マーカム川下流域の自然植生は、河川氾濫原では草原地帯、氾濫の影響を受けない地帯は低地雨林

（Lowland Rain Forest）である。大規模な農業開発などが実施されていないため、低地雨林は良く残さ

れている。河口右岸にはマングローブ林が存在するが、これはマーカム川の汽水域ではなく、隣接する

小河川の河口に発達したものである。マーカム橋周辺は比較的、河道が安定しているため低地雨林地帯

である。マーカム川下流域の動植物の現状に関する有効な資料は存在しない。住民からの聞き取り調査

によると、低雨林地帯では極楽鳥類やサイチョウ、オウム、インコが頻繁に目撃され、河口域にはワニ

も生息してる。 

PNG国では National Park、Provincial Park、Sanctuary、Nature Reserveといった自然保護区が指定

されているが、その総面積は国土の 0.2％程度にすぎない。マーカム川下流域ではレイ北部の工科大学

に隣接して Rainforest Habitat Nature Reserveが存在する。 

マーカム橋

マーカム川 

←至ワウ 
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マーカム川の水質モニタリングは、現在、実施されていない。流域内に大規模な汚染源が存在しない

ため、BOD、窒素、リンは低いと考えられる。上流域に崩壊地や激しい河岸浸食地帯が存在するため、

掃流砂、浮遊物質は共に高い。また、上流域では鉱山開発が進められているため、重金属による汚染が

懸念される。 

マーカム川下流域の植生図および飛行機からの写真を図 3.6、3.7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.6  マーカム川下流域植生図 
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図 3.7  マーカム川下流域図 

 
2) マーカム橋周辺 

地域住民： 

左岸（レイ側） 

上流側：住居はない。 

下流側：2005年 7月時点の DOWによる調査では 18世帯 72人が居住している。現地踏査により

住宅・簡素な小屋 55棟＋家畜小屋 6棟＋教会 1棟＋道沿いに売店数店を確認した。 

右岸（ワウ側） 

上流側：2005年 7月時点の DOWによる調査では 5世帯 31人が居住が居住している。現地踏査に

より売店 3棟＋簡素な小屋 5棟＋住宅 5棟を確認した。 

下流側：2005年 7月時点の DOWによる調査では 3世帯 12人が居住している。現地踏査により売

店 1棟＋住宅 2棟を確認した。 

0             5 km 

← ワウ 

飛行場 

レイ

 

マーカム橋 

 

 

マングローブ
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橋周辺の住民は町で働いたり、バナナなどの農作物やマーカム川で取れたエビ・魚を市場で売って

生計を立てている。また、道路に沿って通行客や土木工事関係者を対象にビートルナッツやバナナ、

豆類を売る店を出している住民もいる。レイ市街地に近いこともあり、独自の文化や風習が残ってい

る場所ではない。 

土地利用： 

左岸（レイ側） 

上流側：主としてバナナやココナッツが栽培されている畑および森林地帯である。また、マーカム

川の氾濫原は草原であり、その一部では住民がガーデニングを行っている。 

下流側：旧道路に沿って住居が立ち並んでいる。住宅の間には小さな畑がありバニラなどが栽培さ

れている。 

右岸（ワウ側） 

上流側：小河川があり、その河川と道路の間に住居が立ち並んでいる。住居の周りは主としてバナ

ナやココナッツが栽培されている畑である。 

下流側：旧道路部分は空き地になっており、その周りに住居が点在している。住居の周りは主とし

てバナナやココナッツが栽培されている畑である。 

水利用状況： 

マーカム橋周辺住民の飲料水は、地方政府によって右岸の山から湧き水をタンクに積め車で運ばれ、

提供されている。レイ側の村落では井戸水も利用されている。マーカム川の水は洗濯や食器洗い、水

浴に利用されている。 

マーカム川の利用状況： 

周辺住民は、マーカム川から手取りで小エビ、投網により魚類を取り、家庭内で消費する以外に市

場で販売している。また、2004年に橋が損傷して通行できなかった間、カヌーを持った住民が一人 2

キナ（約 80円）の料金で対岸に渡し、現金収入を得ていた。 

地形・地質： 

左岸（レイ側）は平坦地、右岸（ワウ側）の背後は山地である。 

生態系： 

畑、居住区以外では森林地帯が良く残され、住民からの聞き取り調査によると、森林内では極楽鳥

類やサイチョウ、オウム、インコが頻繁に目撃されている。現地踏査期間中にもサイチョウ、オウム、

インコの生息を確認した。 

苦情など： 

周辺住民からの現在の道路施設や車両通行に対して苦情はないが、80年代に他の地域からレイ側の

旧道路沿いに移り住んだ人々は、作物についての補償が解決していない、と主張している。 
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図 3.8  マーカム橋周辺概略図 

 
(2) 代替案の検討 

本件の要請段階ではマーカム橋の架け替え位置について明確に決定していなかったことから、本予備

調査の段階で以下の代替案の検討を行った。なお、マーカム橋は地域住民の極めて重要なライフライン

であり、緊急性を要する案件であることから「何もしない」という代替案は検討の対象外とした。各代

替案のについて予備的スクリーニング結果を表 3.1に示す。 

結果として、技術的な観点から既存橋梁は、一部橋脚の修復および護岸工事を行うことにより十分に

健全性を保つことができ、現在から近い将来の交通量の満たすことが可能であると判断され、環境・社

会的影響が最も少ない「2. 既存橋梁の修復案」が採用された。 

マーカム橋

左岸レイ側右岸ワウ側 

旧道

小川 

空き地 

バナナ・ 
ココナッツ畑

氾濫原 
（草原） 

住居 

売店 

住居 売店 

小村落
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表 3.1  代替案の予備的スクリーニング結果 
代替案 住民移転 用地取得 自然環境 建設費 許容交通量 その他 

1. 新橋の建設 
（既存橋梁の
下流側） 

× 
レイ側 10 
~15世帯 

△ 
取付け道
路の部分 

○ 
影響は軽微 

× 
高い 

△（1車線） 
○（2車線） 

既存橋梁の撤去が
必要 
両岸の安定度高い

2. 既存橋梁の
修復 

○なし ○なし ○ 
影響なし 

○ 
安い 

△ 既存橋梁の図面が
無いなどの技術的
課題あり 

3. 新橋の建設 
（既存橋梁の
上流側） 

△ 
ワウ側の
住居数軒 

△ 
取付け道
路の部分 

○ 
影響は軽微 

× 
高い 

△（1車線） 
○（2車線） 

レイ側上流部の河
岸浸食対策が必要

4. 新橋の建設 
（既存橋梁の
約 1km 上
流） 

○なし × 
線形変更
の部分 

△ 
線形変更部分
の森林伐採 

△ 
中（全長短
縮による）

△（1車線） 
○（2車線） 

レイ側氾濫原河岸
の安定性に問題あ
り 

5. 新橋の建設 
（上流域の河
岸が安定し
た狭さく部） 

○なし？ × 
線形変更
の部分 

△～× 
線形変更部分
の森林伐採 

△ 
中（全長短
縮による）

△（1車線） 
○（2車線） 

情報不足（鉱山会
社が上流域に道路
建設を検討中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.9  マーカム橋計画代替案 

レイ ↓ 

ワウ → 

1 

2 

3 

4 

住宅地 
 
畑（バナナ・ココナッツなど） 
 
氾濫原 
 
慣習的所有の土地 

5 更に上流域
の狭さく部 
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3.3 初期環境調査レベルの環境社会配慮調査の結果 
 (1) 初期環境調査（IEE）結果 

表 3.2  IEE結果総括表 

Result of IEE co-implemented by Morobe provincial manager of DOW and JICA Environmental Specialist 
Name of Cooperation Project: The Project for the Urgent Rehabilitation of Markham Bridge 
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Phase

Construction 
Phase 

Operation 
Phase 

 

No 
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1 Involuntary Resettlement         
2 Local economy such as employment and 

livelihood, etc.    B B    

3 Land use and utilization of local resources         
4 Social institutions such as social 

infrastructure and local decision-making 
institutions 

        

5 Existing social infrastructures and services         
6 The poor, indigenous and ethnic people         
7 Misdistribution of benefit and damage         
8 Cultural heritage         
9 Local conflict of interests         

10 Water Usage or Water Rights and Rights 
of Common         

11 Sanitation         
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12 Hazards (Risk) 
Infectious diseases such as HIV/AIDS         

13 Topography and Geographical features         
14 Soil Erosion         
15 Groundwater         
16 Hydrological Situation         
17 Coastal Zone         
18 Flora, Fauna and Biodiversity         
19 Meteorology         
20 Landscape         N
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ur

al
 E

nv
iro

nm
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t 

21 Global Warming         
22 Air Pollution         
23 Water Pollution    B     
24 Soil Contamination         
25 Waste         
26 Noise and Vibration   B B     
27 Ground Subsidence         
28 Offensive Odor         
29 Bottom sediment         

Po
llu

tio
n 

30 Accidents    B     
Categorization Category C 

Reason/comment 
The environmental impacts will occur only in construction phase and, limited area and level. The project is 
likely to have minimal adverse impacts on the environment and society. Consequently, no further 
Environmental and Social Considerations is required. 

Rating: 
A: Serious impact is expected.  B: Some impact is expected.  C: Extent of impact is unknown (Examination is needed. Impacts may 
become clear as study progresses.)  No Mark: No impact is expected. IEE/EIA is not necessary. 
Reference:  
1) Japan International Cooperation Agency (1992) “III Roads: Environmental Guidelines for Infrastructure Projects”, Tokyo, Japan. 
2) Norman Lee and Clive George (2002) “Environmental Assessment in Developing and Transitional Countries”, JOHN WILEY & SONS, 

LTD., London, England. 
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スクリーニングの結果、本プロジェクトは環境や社会への望ましくない影響が最小限の協力事業と考

えられ、カテゴリ Cと評価される。 

 
(2) 環境管理計画 

本プロジェクトにより発生が予想される、環境・社会に影響を与える要因は、工事期間中の濁水や騒

音等であるが、これらは工事規模が大きくないため、本プロジェクトの環境・社会的影響の程度はカテ

ゴリ Cと評価された。ただし、下記内容について基本設計の段階で適切なミティゲーションの検討と環

境管理計画の作成をする必要がある。 

・工事中期間のマーカム橋利用者、特に歩行者への安全対策 

・工事期間中のマーカム川で洗濯や水浴、魚取りを行っている周辺住民への安全対策 

・工事期間中の交通管理 

・工事期間中の騒音・振動管理 

・作物への補償費が未払いと主張している周辺住民の対処方法 
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第 4章 結論・提言 

4.1 協力内容スクリーニング 

現地調査及び PNG 国政府との協議の結果、当初要請されたマーカム橋の架替えはなくなり、改修と

なった。しかも、AusAID が護岸工、転流工、水制工等を実施することがミニッツ署名後に判明したた

め、本案件のコンポーネントは以下のようになった。 

① 損傷を受けたレイ側３橋脚の改修 

② 仮設橋の撤去 

③ ガードレイル、ハンドレイルの改修 

④ レイ側取り付け道路の改修 

上記の内、本案件の主たるコンポーネントは①である。橋脚の改修方法は、極めて限られており、今

後の詳細な調査においても、寸法、範囲、材料等の変更はあるが、改修方法に対する変更ないと考えら

れる。 

上記項目の概算工事費を以下に示す。 

 
① 橋 脚 改 修 工 

② 仮設橋（ベイリー橋）撤去工 

③ ガードレイル、ハンドレイルの改修工 

④ 取付け道路改修工（路盤＋DBST） 

  仮設工（作業用仮橋設置・撤去） 

１式

１式

１式

１式

１式

106.2百万円 

1.8百万円 

5.8百万円 

1.7百万円 

25.5百万円 

計  141.0百万円 

 
ただし、上記積算に用いた数量および単価は、仮定のものであって、基本設計調査時に精査が必要で

ある。 

設計監理費（実施設計費＋施工監理費）は、概略 45百万円である。 

 
4.2 基本設計調査に際し留意すべき事項 

(1) 調査内容（案） 

基本設計調査に当たっては、基本設計の原則に則り、次のような事項に留意しながら調査を進めるこ

とが望まれる。 

 
1) 現地の状況に適合した橋脚改修方法 

ワウ道路は、沿線住民にとって、ライフラインであり、唯一の生活道路であるため、通過交通（車

両、自転車、人）に十分配慮した計画とするとともに、工事範囲が小さくなるように検討を行う。 

2) 維持管理コストを考慮した設計 

改修の完了後、DOWが維持管理を行うことになるが、DOWの維持管理能力は十分とは思われず、

特に予算面では厳しい状況にあるため、ライフサイクルコストを考慮した設計を検討する。特に、
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ガードレイル、手すりの改修および、支承部（改修、交換が必要とされた場合）に対しては、慎重

に検討する。 

3) 応力照査、耐震性照査 

マーカム橋の設計図書を、DOWは所有していないため、現地調査において現橋寸法を計測し、応

力度、耐震性を照査し、必要な場合は、維持管理用のチェックリスト項目に反映させる。 

4) 環境社会配慮 

建設工事期間中に発生する環境・社会的影響について、適切なミティゲーションの検討と環境管

理計画の作成を行う。 

5）自然条件調査 

橋脚改修設計にあたって、地形、地質、河川、水文等の必要な自然条件の調査を実施し、設計条

件の決定に必要な基礎情報を収集、解析する。 

6）施工計画及び積算 

改修の実施にあたって、要求される工法、必要な資機材の調達先、経済性に配慮した施工計画及

び積算を行う。特に、作業条件（低空頭作業）、安全管理及び治安状況に留意が必要である。 

 
(2) 調査工程（案） 

マーカム橋の架かるマーカム川は、1,200km2 という大きな流域面積を有する網状流の河川で、流送

土砂量も大きい等の特徴をもつ自然河川である。 

聞き取り調査によれば、水位は９～11月が高く、あまり水位の年間変動はないということであった。

現地は、年間を通じて雨が多く多湿な気候で、サイクロンがないため、月による雨量の差は少なく、雨

が集中することも少ない。調査工程の立案において、現地の季節に対し特段の配慮は必要のないと思わ

れる。 

標準的な概略工程を表 4.1に示す。 

 
表 4.1  概略工程表 
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(3) 調査団員構成（案） 

基本設計調査において、損傷を受けた橋脚に対し適切な改修を計画設計することが最重要課題である

ので、業務主任（橋梁計画）が必要である。 

洪水時に橋が橋軸直角方向に振動したことは、河床の表面の地質（シルト～砂利）より地盤に液状化

が生じた可能性が考えられる。また、橋脚の振動特性や、改修後の橋脚の保有耐力は、地盤条件による

ため、ボーリングによる地質調査が必要である。既存橋梁の図面がないため、現地にて計測を実施し、

地質調査データと合わせて、改修後の橋脚の保有耐力や構造特性の解析（応力照査等）を行う技術者が

必要であるが、業務範囲が狭く、限定されているため、業務主任（橋梁計画）が橋梁設計を担当するこ

とは可能である。 

ボーリング調査を監理し、地質、および河川の状況を把握するとともに、水文データの収集を担当す

る技術者（自然条件；地質／水文）が必要である。さらに、橋梁改修には、橋桁直下での作業（低空頭

作業）や特殊機械が必要となることなど、施工計画と調達に精通した技術者（施工計画／積算）が必要

である。 

調査団の構成は次のように考えられる。 

【調査団の構成】 

① 業務主任（橋梁計画／橋梁設計） 

② 自然条件調査（地質／水文） 

③ 施工計画／積算 

 
(4) 調査実施上の留意事項 

1) 橋梁計画／橋梁設計 

・これまで実施された我が国無償資金協力による橋梁３案件とも、橋梁設計には日本の基準を用いて

いる。現地で収集した PNG 国基準の地震荷重を見ても、日本と同様の地震時保有水平耐力法が記

載されている。調査の解析に要する時間を短縮するために、日本の基準を用いることが有効であり、

DOWより異論の出ることはないであろう。 

・DOW との協議において、現橋の設計図書を所有していないためと、橋梁の実務経験が無いため、

現橋の耐荷力、強度、変位量（ゆれ）に対し不安感を持っているように思われた。今後の調査にお

いて、解析結果の十分な説明が必要と思われる。 

・レイ側橋台部において盛土が流出したため、基礎杭（φ420－斜杭 8 本）が露出しているが、橋脚

においては、フーチング、杭の諸元は全く確認できていない。予備調査において、フーチング天端

レベルは河床の直下にあることを確認した。今後の調査において、中間部の橋脚の周囲を人力掘削

し、基礎の確認を行う必要がある。 

2) 自然条件調査 

・ボーリング調査においては、少なくとも１本は実施し、既存橋梁の杭の打ち止めと推定される深さ

を確認するとともに、標準貫入試験、含水比試験、粒度試験、比重試験を実施、液状化判定対象土

か否か、耐震設計において要求される地質条件の判定を行う。 

・水文および水利調査においては、PNG 国独立以後、雨量データ観測点が減少しているため、信頼

度の高い水理解析を行うことができるほどのデータはない。そのため、DOWは、SMEC社（豪州



 

-41- 

のコンサルタント）に委託して、「FLOOD ESTIMATION MANNULAL」を作成し、さらに改訂を

行い整備しているので、現地の聞き取り調査、洪水痕跡調査と合わせて用いれば効率的な設計が可

能である。 

3) 施工計画／積算 

・橋脚改修が主たる項目であり、これまで実施されてきた橋梁案件のコスト（約 50万円／m2橋面積）

との単純比較はできない。一般に、PNG 国では、工事費技術者が少なく賃金も高いことと、治安

が悪いため余分なコストがかかることに留意する。 

・施工場所が１箇所しかなく、建設機材も特殊な機械１セットの搬入のみとなるので、工程計画の策

定に留意する。 

4) 相手国の負担事項 

予備調査のインセプションレポート、ミニッツにおいて負担事項は明確に示されており、DOWは

既に無償協力 3 案件の実績があるので、負担事項の実施に問題はないと思われるが、本案件は、施

工場所、施工方法等が限られているため、相手国負担事項である、仮設用地の確保、工事用地の安

全確保等については、具体的な案を示し、負担事項の実施をより確実なものとする。 
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1. 予備調査 M/D 





















 

 

 

 

2. 詳細協議議事録 



 

日時：2005 年 8 月 1 日 午前 9:30~10:30 

場所：JICA パプアニューギニア（PNG）事務所 

参加者 

先方：喜多村 PNG 事務所所長、糸山 PNG 事務所職員 

当方：重里 JICA インドネシア事務所職員、予備調査団員（平岡、渡辺） 

 

内容： 

１．糸山職員より安全対策に係るブリーフィングが行われた。 

２．予備調査団より GPS を使った調査方法等についての説明が行われた。 

３．喜多村所長より本件に係る以下の状況説明が行われた。 

・本件の対象であるマーカム橋を建設する道路は、現在の交通量は少ないものの、沿線で銅山や金山

の開発が進められ、また、全線が開通すれば首都ポートモレスビーとレーが陸路で結ばれることに

なり、重要性の高い道路である。 

・現在、工事が行われているハイランド橋梁改修計画では、当初、土地代を支払ったという Department 

of Works ともらっていないと主張する住民側との間で問題が生じたが、工事が始まりこうした住民

が工事労働者として賃金を得るようになると、問題は沈静化した。 

 

以上 



 

日時：2005 年 8 月 1 日 午後 1:30~3:00 

場所：Department of Works 

参加者 

先方：Mr. Rupa Kalamo (First Assistant Secretary), Mr. Michael Sirabis (Assistant Secretary) 

Mr. Mekelen Silip (Acting Assistant Secretary), Mr. Bob M.R. Dalrymple (Bridge Engineer) 

当方：予備調査団員（平岡、渡辺） 

 

内容： 

１．調査団が本件予備調査のインセプション・レポートを説明後、以下の協議を行った。 

・橋の位置について、現在の場所の他に上流側に建設する可能性についても、今回の現地調査で検討

する。 

・用地取得の視点で言えば、上流部では住民移転は発生しないと思われるが、新たにアクセス道路建

設のための道路用地を取得する必要があり、現橋付近に建設した方が住民移転があったとしても、

問題は少ない。ハイランド橋では、用地取得に非常に苦労している。 

・橋の建設場所については、用地取得の費用、工事費、完成後の維持管理費などを含めて総合的な判

断が必要である。 

・現在の位置に架け替える場合は、EIA の手続きは必要ないが、上流に建設する場合は、新たに EIA

の調査が必要になると考えられる。次回の打ち合わせ時に DOW の EIA 担当者に確認する。 

 

以上 



 

日時：2005 年 8 月 2 日 午前 9:00~11:30 

場所：Lae International Hotel and Markham Bridge site 

参加者 

先方：Mr. John Wakma (Provincial Works Manager, Department of Works) 

当方：予備調査団員（平岡、渡辺） 

 

内容： 

１．調査団が本件予備調査のインセプション・レポートおよび現地調査の日程を説明後、マーカム橋サ

イトに移動し以下の確認を行った。 

・現道のセンターから 20m+20m については、補償済みで、道路用地として確保されている。右岸側

の上流側数軒、下流側１軒ある売店は補強工事の際に周辺住民が作ったもので、一時的な建設物で

ある。 

・National Road 建設に係る用地買収作業は DOW が行う。補償費も DOW が準備し、支払う。住民と

問題が発生した場合、DOW の要請により地元政府がサポートすることがある。道路の線形を変え

た場合、前の線形の道路用地は地域住民に売る事ができる。 

 

以上 



 

日時：2005 年 8 月 5 日 午前 9:00~10:30 

場所：Department of Works, Lae 

参加者 

先方：Mr. John Wakma (Provincial Works Manager, Department of Works) 

当方：予備調査団員（平岡、渡辺） 

 

内容： 

１．調査団がこれまでの調査結果を説明後、以下の協議・確認を行った。 

・新しい橋は現在の場所が 適である。左岸上流部の護岸工事を含めた現橋の補修案は理解できる。

現橋は 1970 年にニュージーランドの建設会社により建設されたもので、オーストラリア軍は仮橋

を建設しただけである。図面類はない。 

・左岸下流の村落に対する現道の補償について、土地については解決しているが、80 年代に他の地域

から旧道路沿いに移り住んだ人々が作物についての補償は解決していないと主張している。 

・マーカム橋周辺の地籍図はない。実施が決まった段階で早急に準備する。左岸上流の多くの人々が

所有権を主張している草原地帯について、洪水時の氾濫原なので、用地取得は大きな問題にならな

い。 

・ムメンからブロロ間の道路は OECF のローンで建設されたもので、デザインは PNG のコンサルタ

ント、施工は中国の会社による。ブロロからワウまでの道路を舗装する計画はあるが、マーカム橋

からムメン間の橋梁全てを 2 車線にする計画は、現在、無い。 

 

以上 



 

Department of Works 表敬 

日時：2005 年 8 月 8 日 13 時 35 分～14 時 30 分 

場所：Department of Works 会議室 

参加者 

先方：Mr. Rupa Kalamo (First Assistant Secretary, Technical Services Division) 

Mr. Mekelen Silip (Assistant Secretary, Roads & Bridge Design Division) 

Mr. Michake Sirabis (Assistant Secretary, Lands & Survey Division) 

Mr. Willie Asigau (Environmental Officer, Donor Division) 

当方：予備調査団員（荒津、今井、平岡、渡辺）、JICA PNG 事務所員（糸山、Tony） 

 

内容： 

１．調査団よりマーカム橋の現地踏査の内容につき説明を行った。現地踏査により以下の点が判明。 

① 橋梁の構造自体は非常に良く、一部橋脚の補修をすることで十分と判断される（架け替えの必要

性はない）。 

② 交通量が少ないため、現状の 1 車線で十分である。 

③ レイ側上流部分の河岸侵食対応が も緊急性が高いため、護岸工が必要。ついては、マーカム橋

の修復を提案することとしたい。 

 

２．先方より修復に関して特段、異論はなかった。当方からのマーカム橋に関する情報の提供依頼につ

いて、情報（設計図をはじめ、航空写真、施工業者名等）は一切ないが、可能な限り提供はすると

のこと。 

 

３．橋梁分野について、当方から提出した質問表に関し、先方に情報の有無あるいは情報の提供先を確

認した。 

 

４．環境社会配慮に関しては、もし現橋位置ではなく、1km 上流に架け替えた場合、EIA が必要か、必

要であればそのプロセスを確認すると共に、情報の提供先を確認した。 

 

以上 



 

Department of National Planning & Rural Development 表敬 

日時：2005 年 8 月 9 日 10 時 00 分～10 時 50 分 

場所：Department of National Planning & Rural Development 会議室 

参加者 

先方：Mr. Tony Miva, Senior Program Officer, Aid Coordination & Management Division 

Mr. Noel Geti, Senior Program Officer, Aid Coordination & Management Division 

Mr. Adnren Livingstone, Senior Planner 

Ms. Jenny Tumun, Aid Coordinator, Aid Coordination & Management Division 

当方：予備調査団員（荒津、今井、平岡、渡辺）、JICA PNG 事務所員（糸山、Tony） 

 

内容： 

１．調査団よりマーカム橋の現地踏査の内容につき説明を行った。現地踏査により以下の点が判明。 

① 橋梁の構造自体は非常に良く、一部橋脚の補修をすることで十分と判断される（架け替えの必要

性はない）。 

② 交通量が少ないため、現状の 1 車線で十分である。 

③ レイ側上流部分の河岸侵食対応が も緊急性が高いため、護岸工が必要。ついては、マーカム橋

の修復を提案することとしたい。 

 

２．先方より、調査団からの提案に対し、以下コメントあり。 

① マーカム橋は PNG では優先度が一番高い案件である。技術的観点から、リハビリで十分とのこと

であるが、長期的観点からみると、架け替えし、拡張することが必要と考えている。 

② 交通量については、農期では農産物の輸送トラックが多数あり、また今後経済開発が進む地区で

あることから、増大すると予測される。 

③ 現在の架橋位置以外での新橋建設について可能性はないのか。また、今回の調査でそれはできな

いのか。 

 

３．上記２．に対し、調査団より以下のとおり回答した。 

① マーカム橋の重要性については、当方も認識している。しかし、技術的観点からみて、同橋は架

け替える必要性はなく、リハビリを行うことで十分対応できる。先に提案したとおり、護岸工が

第一であり、その他、一部橋脚の補修及び高欄の補修を行うことが必要である。護岸工は、下流

部に住む住民を守る上でも必要である。 

② 交通量をはじめ、マーカム橋に関する情報及びマーカム川に関しては、現在のところ、当方が行

った現地踏査以外の情報は全くない。架け替えではなくリハビリで合意ができれば、B/D 調査団

を派遣し、その際、詳細な情報を入手すべく、調査を行う考えである。なお、派遣時期としては、

雨季を避け、来年 2 月頃と思われる。 

③ 現在の位置に架け替えることは、メンテナンスコストの面からみて 良策とは考えられない。河

岸侵食があるため、今後もメンテナンスを定期的に行う必要があるからである。これらは PNG 側

の負担となる。 



 

④ 現橋より上流側に新橋を建設することは、橋長が短くなりアプローチ建設を含めてもコスト的に

安くなる。しかし、PNG では土地収用が 大の問題であることから、当該地域の調査を別途行う

必要がある。ついては、長期的観点から別の位置に新橋を希望する場合は、開発調査等を行うべ

く、当地 JICA 事務所と協議し、要請をしていていただきたい。 

⑤ 新橋建設を想定しても、現橋をリハビリすることは、仮橋として使用でき、コストの観点からみ

ても、上記にふれた緊急性の面から考慮しても有益と考える。 

 

４．先方は当方の回答に対し、調査団の提案に理解を示し、上層部に説明したい旨発言。 

 

５．当方より、先方の署名者につき確認を求めたところ、追って連絡するとの回答あり。 

 

以上 



 

日時：2005 年 8 月 9 日 13 時 35 分～14 時 35 分 

場所：Department of Works 会議室 

参加者 

先方：Mr. Mekelen Silip, Assistant Secretary, Roads & Bridge Design Division 

Mr. Michake Sirabis, Assistant Secretary, Lands & Survey Division 

Mr. John Wakma, Provincial Works Manager 

当方：予備調査団員（荒津、今井、平岡、渡辺）、Tony JICA PNG 職員 

 

内容： 

１．調査団より依頼した情報につき、先方より受領。また、未受領のものについては、入手先等、先方

と再度確認。 

 

２．先方より Ausaid がマーカム橋レイ側橋台付近にコンクリートブロックを設置する計画がある旨の発

言あり。右計画に関し、詳細な情報の提供を当方より要請。 

 

３．当方より M/D の Department of Works 側署名者につき、明日（8/10）の協議にて連絡するよう要請。 

 

以上 



 

日時：2005 年 8 月 9 日 午前 10:30~11:00 

場所：Department of Environment and Conservation（DEC） 

参加者 

先方：Mr. Kelly Gawi (Secretary to Environment Council) 

当方：予備調査団員（平岡、渡辺）、トニーJICA PNG 事務所職員 

 

内容： 

１．マーカム橋計画に係る環境影響評価について以下の情報を収集した。 

・現在の環境影響評価規則によれば、補修工事ならな環境影響評価手続きの必要がないレベル 1 プロ

ジェクトとなる。新橋の建設ならば、周辺環境に与える影響の度合により環境影響評価が必要とな

るレベル 2 プロジェクトになる。 

・一般的に道路建設においては、工事が始まる前に DOW が工事計画を DEC に提出し、DEC がレベ

ル付け、EIA の必要性の有無を決定することになる。マーカム橋を新しく建設する場合も同様であ

る。 

２．水質の環境基準は存在するが、騒音、振動、大気についての PNG の環境基準は無い。騒音、大気

については世銀の基準を代用している。 

３．現在、大気、騒音も含む環境基準の整備を行っている。水質基準も変更する予定である。 

 

以上 



 

日時：2005 年 8 月 15 日 午前 10:30~11:30 

場所：Department of Works, Lae and Markham Bridge site 

参加者 

先方：Mr. John Wakma (Provincial Works Manager, Department of Works)、橋周辺住民 

当方：予備調査団員（平岡、渡辺） 

 

内容： 

１．マーカム橋が崩壊していた時の船による渡河について DOW およびマーカム橋サイトにて以下の確

認を行った。 

・地元住民が 2 艇の手漕ぎカヌーにより人だけを運んだ（途中の中洲は徒歩）。車の移動は全く出来

なかった。そのため、小さな荷物は運べたが、木材などの大型貨物は川を渡すことが出来なかった。

燃料（ガソリン）だけはパイプラインにより対岸へ送った。要請書にある Small Ferry の記述は間違

いである。 

・カヌーは地元住民が独自に準備したもので、政府のサポートは受けていない。料金は一人 2 キナ＋

（中洲を徒歩）＋2 キナの 4 キナであった。 

 

以上 



 

日時：2005 年 8 月 19 日 午前 11:00~11:30 

場所：Department of National Planning & Rural Development（DNP） 

参加者 

先方：Mr. Paul Enny (First Assistant Secretary) 

Mr. Noel Geti (Snr Aid Co-ordination Officer) 

当方：喜多村 JICA PNG 事務所所長、大川一等書記官、糸山 JICA PNG 職員、岡部 JICA 企画調査員、

予備調査団員（平岡、渡辺） 

 

内容： 

１．JICA 側からの AusAID が計画しているマーカム橋左岸の護岸工事についての質問に対し、以下のコ

メントを得た。 

・道路・橋梁等についての援助については、事前に AusAID、DNP、DOW で協議し、計画を確認して

進めている。マーカム橋左岸の護岸工事は事前の計画には無かったもので、我々も知らなかった。

JICA と AusAID の両方に援助要請を出した訳ではない。 

・AusAID は護岸工事だけで、橋の修復は行わないと理解している。護岸工事の詳細な内容を確認し

た上で 23 日の四半期会議で報告する。 

 

以上 
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